
平
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年
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日
受
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第
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号

内
閣
衆
質
一
九
七
第
一
〇
五
号

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
肱
川
流
域
に
お
け
る
ダ
ム
に
依
存
し
た
治
水
の
限
界
と
流
域
治
水
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
肱
川
流
域
に
お
け
る
ダ
ム
に
依
存
し
た
治
水
の
限
界
と
流
域
治
水
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
及
び
二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
大
洲
盆
地
の
水
害
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
長
は
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
（
以
下
「
四
国
地
方
整
備
局
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
肱
川
沿
い

の
市
町
村
に
よ
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
支
援
、
地
域
住
民
の
防
災
意
識
の
向
上
の
た
め
の
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
見
学

会
や
防
災
訓
練
等
の
取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
指
定
地
域
に
水
害
歴
の
あ
る
地
域
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
点
検
を
行
わ
せ
、
対
策
を
国
と
し
て
呼
び

か
け
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再

配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
地
方
拠
点
都

市
地
域
を
含
め
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
り
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
国
土
交

一



通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
水
防
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
洪
水
浸
水
想
定
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
当
該
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
防
災
会
議
等
は
、
市
町
村

地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
、
洪
水
予
報
等
の
伝
達
方
法
、
避
難
施
設
そ
の
他
の
避
難
場
所
及
び
避
難
路
そ
の
他
の
避
難
経
路

に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町

村
の
長
は
、
当
該
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
を
住
民
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
肱
川
水
系
河
川
整
備
計
画
通
り
に
河
道
が
整
備
さ
れ
た
場
合
に
、
川
が
河
道
か
ら
溢
れ
ず
に
流
れ
る
こ
と
が

で
き
る
量
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
お
け
る
野
村
ダ
ム
下
流
の

水
害
は
、
現
在
の
整
備
水
準
で
対
応
で
き
る
降
雨
を
上
回
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
野
村
ダ
ム

と
鹿
野
川
ダ
ム
に
挟
ま
れ
た
区
間
」
に
つ
い
て
は
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規

定
等
に
よ
り
、
愛
媛
県
知
事
が
管
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
区
間
は
「
肱
川
水
系
河
川
整
備
計
画
（
上
流
圏

域
）
」
（
平
成
二
十
年
九
月
三
日
愛
媛
県
知
事
策
定
）
又
は
「
肱
川
水
系
河
川
整
備
計
画
（
中
下
流
圏
域
）
」
（
平
成
十
六

二



年
五
月
十
三
日
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
長
・
愛
媛
県
知
事
策
定
）
の
対
象
と
す
る
区
間
で
は
な
い
が
、
愛
媛
県
に
よ

る
と
、
当
該
区
間
に
お
け
る
流
下
能
力
が
最
小
の
箇
所
に
お
け
る
流
下
能
力
は
、
平
成
八
年
時
点
で
毎
秒
約
九
百
立
方
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
予
測
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
野
村
ダ
ム
の
放
流
量
の
み
で
、
御
指
摘
の

「
区
間
」
又
は
「
下
流
」
の
水
位
や
氾
濫
箇
所
等
が
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
多
目
的
ダ
ム
で
あ
る
野
村
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
四
国
地
方
整
備
局
に
お

い
て
、
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
操
作
規
則
の
変
更
時
等
に
、
流
域
の
自
治
体
や
住
民
に
対
し
、
当
該
操
作
規

則
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
を
踏
ま
え
、
四
国
地
方
整
備
局
で
は
、
「
野
村
ダ
ム
・
鹿
野
川
ダ
ム
の
操
作
に
関
わ
る
情
報
提
供

等
に
関
す
る
検
証
等
の
場
」
を
平
成
三
十
年
七
月
十
九
日
に
設
置
し
、
流
域
の
自
治
体
や
住
民
に
対
す
る
情
報
提
供
等
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



四
の
�
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
お
け
る
鹿
野
川
ダ
ム
下
流
の
水
害
は
、
現
在
の
整
備
水
準
で
対
応
で
き
る
降
雨
を
上
回
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
鹿
野
川
ダ
ム
か
ら
河
口
ま
で
の
区
間
」
に
つ
い
て
は
、
河
川
法
第
九
条
第
二

項
の
規
定
等
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
愛
媛
県
知
事
が
管
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
区
間
に
お
け
る
流

下
能
力
が
最
小
の
箇
所
は
愛
媛
県
知
事
が
管
理
す
る
区
間
内
に
あ
り
、
愛
媛
県
に
よ
る
と
、
当
該
箇
所
の
流
下
能
力
は
、
平

成
十
年
時
点
で
毎
秒
約
千
六
百
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
予
測
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鹿
野
川
ダ
ム
の
放
流
量
の
み
で
、
御
指
摘

の
「
区
間
」
又
は
「
下
流
」
の
水
位
や
氾
濫
箇
所
等
が
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
鹿
野
川
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
特
定

多
目
的
ダ
ム
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
多
目
的
ダ
ム
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
四
国
地
方
整
備
局
に

お
い
て
、
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
操
作
規
則
の
変
更
時
等
に
、
流
域
の
自
治
体
や
住
民
に
対
し
、
当
該
操
作

規
則
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

五
に
つ
い
て

四



平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
で
は
、
「
異
常
豪
雨
の
頻
発
化
に
備
え
た
ダ
ム
の
洪
水
調
節
機
能
に
関

す
る
検
討
会
」
を
平
成
三
十
年
九
月
二
十
七
日
に
設
置
し
、
流
域
の
自
治
体
や
住
民
に
対
す
る
情
報
提
供
等
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
を
踏
ま
え
、
住
民
の
代
表
で
あ
る
自
治
体
の
首
長
か
ら
の
意
見
も
勘
案
し
、
「
肱
川
水
系
河
川
整

備
計
画
（
中
下
流
圏
域
）
」
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
堤
防
整
備
等
を
国
及
び
愛
媛
県
が
連
携
し
て
集
中
的
に
実
施
す
る
こ

と
と
し
、
そ
の
内
容
を
平
成
三
十
年
九
月
七
日
に
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
一
定
の
地
域
に
お
け
る
水
害
の
お
そ
れ

の
有
無
等
を
説
明
す
る
よ
う
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
義
務
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
の

利
益
の
保
護
の
必
要
性
、
同
法
に
お
い
て
説
明
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
他
の
規
制
措
置
と
の
均
衡
等
を
総
合
的
に
勘
案
し

て
、
そ
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五



八
及
び
九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団

体
は
、
条
例
で
、
津
波
、
高
潮
、
出
水
等
に
よ
る
危
険
の
著
し
い
区
域
を
災
害
危
険
区
域
に
指
定
し
、
当
該
災
害
危
険
区
域

内
に
お
け
る
住
居
の
用
に
供
す
る
建
築
物
の
建
築
の
禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
で
災
害
防
止
上
必
要
な
も

の
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

六


